
本日は「自治体再生への道しるべ」というテーマ

でお話しさせていただきます。ご紹介がありました

ように、本年はマッセＯＳＡＫＡが創設されてから

ちょうど１０周年です。マッセは研修研究事業を主

な事業としておりまして、その点から、本日このあ

と「自治体改革の戦略と新たな自治体職員像」とい

うテーマでパネルディスカッションが予定されてい

ます。私はマッセで実施していることを多少紹介さ

せていただき、また、幾つかの私の思いを皆さんに

お伝えして責任を果たしたいと思っています。

先ほどご紹介いただきましたように、私は本年８

月１日におおさか市町村職員研修研究センターの所

長に就任させていただきました。マッセのこれまで

の１０年は大変充実した１０年だったと考えております

が、今後もそれ以上に発展できるように頑張ってま

いりたいと思いますので、ぜひとも皆様方のご支援

をお願いいたします。

おおさか市町村職員研修研究センター（愛称：マ

ッセＯＳＡＫＡ）が平成７年に発足しまして、今年

で１０周年を迎えます。私が第２代目の所長を務め

させていただくのですが、初代所長は、皆様もよく

ご存じの米原淳七郎先生（大阪学院大学大学院担当

教授）です。主要な事業は研修事業と研究事業の２

本柱でやっています。もともとは恐らく研修事業が

主要な事業だったのだろうと思いますが、研究事業

も行っているところがマッセＯＳＡＫＡの大きな特

徴ではないかと考えています。

（１）研修事業

先ほど、現在まで１００コース約３,７００人の受講生を

輩出してきたというお話がありましたが、個人研修、

組織研修、研修指導研修、特別研修という４本柱で

進めています。その中で、近年は大阪大学法学研究

科との協力のもと、地方自治演習を実施しています。

マッセも今後はいろいろな機関・組織との連携がぜ

ひとも必要になってくるだろうということで、その

先駆けとして大学の法学研究科と研究協力関係があ

るというのは、大変ありがたいことだと思っていま

す。

（２）研究事業

マッセの大きな特徴である研究事業は、共同研究、

特別研究、広域研究活動支援、研究紀要、研究推進

活動という５本柱です。研究推進活動の中の地方分

権セミナーというのが本日のこの試みに当たりま

す。私自身も過去数年間、共同研究などの形でマッ

セと関わりを持ったのですが、大阪府内の市町村職

マッセＯＳＡＫＡ　１０周年
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◆平成１７年度地方分権セミナー◆

基調講演「自治体再生への道しるべ」
大阪大学大学院経済学研究科教授

マッセＯＳＡＫＡ所長

齊　藤　　　愼

今回の羅針盤は、去る平成１７年９月６日（火）に開催いたしました平成１７年度地方分権セミナーでの基調講

演部分を掲載いたします。総合テーマを「自治体再生への道しるべ」と題し、マッセＯＳＡＫＡ所長である齊

藤愼先生（大阪大学大学院経済学研究科教授）より基調講演いただき、マッセＯＳＡＫＡの軌跡にはじまり、

自治体の財政状況、また、市場の活用等についてお話いただきました。



員の方はいろいろな形で頑張っておられて、研究の

側面でも、通常のこういう組織で考えられる以上の

業績を上げておられると思います。

（３）対外的な情報発信

皆様方がどれぐらい意識されているのか分からな

いところもあるのですが、マッセは膨大な報告書類

を出していますし、ホームページも充実しています。

ホームページに対するアクセス数はカウントしてい

ないのが現状ですが、今後、どういう記事に対して

どのぐらいのアクセス数があったかをカウントする

と面白いと思います。恐らくいろいろな地域の方の

需要があるのだろうと思いますし、マッセの出版・

刊行したものに対する問い合わせが電話等でたくさ

んあることから、大阪地域にとどまらず、日本全体

への大変有意義な情報発信をしていることになるの

ではないかと思います。

それから、マッセと学会報告というのはイメージ

としてあまり結びつかないと思うのですが、去年、

地方財政学会で、明らかにマッセでの研究をベース

としたと思われる研究を、関東地域の自治体の職員

の方がオリジナルの研究として発表されていまし

た。私の目から見るとほんのわずかの差しかないの

ですが、しかし、マッセの影響力はこんなところに

もあるのかと大変驚きました。いろいろな地域の自

治体職員の方が財政の分析などをしようとするとき

には、やはりマッセの活動を注目されていることを

実感しましたし、今年の学会でも、大阪府内市町村

の「連結決算による財政分析」という研究発表が行

なわれまして、マッセがこういう対外的な情報発信

をする場となるのは大変ありがたいことです。今後、

私も微力ながらそういう方面に尽くしたいと思って

います。

（４）海外の研究組織の事例　１

それでは、マッセのような形で自治体が幾つか連

携して研究活動や研修活動をしているところはない

のかということですが、直接知っているケースだけ

申し上げますと、ドイツには、ある程度の規模の自

治体が集まって行政改革や自治体間の成果比較を行

う自主的な研究組織、ＫＧＳｔ
カーゲー・エスティ

（自治体経営簡素化

機構）というのがあります。私は実際にＫＧＳｔに

行ってまいりました。行政で用いる帳票を統一して

やるとコストが下がるとか、より安いものができる

という研究もやっておられました。私は行財政構造

改革の関係のヒアリングに行ったのですが、そのと

きは特定の幾つかの事務を取り上げて、それがもう

少し改善できないか、あるいは生産性を上げられな

いかという研究をやっていました。

さすがにドイツ人だと思ってびっくりしたのです

が、ストップウォッチを持って、公園に花を植える

のに１本何秒かかるかを計っているのです。市役所

から公園へ行くのに何分、花を１本植えるのに何秒

かかるから、１日に１人でどれだけのことがやれる

という、日本で言うなら民間企業にコンサルさんが

入ってやるようなことをやっておられるわけです。

恐らく私は日本の実情を知らない点もあると思うの

ですが、そこまでやるかというぐらい労働生産性の

向上に意欲的に取り組んでおられるのを目の当たり

にして、驚いたことがあります。

（５）海外の研究組織の事例　２

もう一つ、アメリカにも比較業績評価コンソーシ

アムというものがあって、ベンチマークなどを作っ

ているということです。私がここで申し上げたかっ

たのは、マッセはこれまで大変いろいろなことをや

って多大な業績を上げておりますが、今後はもう少

し組織との連携や研究発表に重きを置くという方向

性もあるのではないかと考えています。

（１）大都市圏に厳しいバブル後の税収配分（都道

府県）

今、日本はどこでも財政は悪いのではないのでし

ょうか。実は、私は中核市の行革関係の推進会議の

会長をやっていまして、そこで経常収支比率の話を

しますと、大阪にいるときと桁があまりにも違うの

でびっくりしてしまいます。例えば、経常収支比率

に今後の改善目標をつけるかどうか、数値目標をつ

けるかどうかという話をしていても、たしか現在の

経常収支比率は７８ぐらいだったかと思いますが、大

阪近辺におりますと１００と聞いてもあまり驚きませ

財政悪化の要因
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ん。逆に７０台と聞くと、ああそういうところがあ

ったのかというほど驚きます。それだけ大阪近辺の

市町村は、財政状況が極めて悪いわけです。

私はぜひ以下の点をいろいろな形で情報発信すべ

きだと思っているのですが、このスライドをごらん

ください。（資料１参照）これは、バブルの崩壊直

後の９１年から２００１年で都道府県の税収が何％変化

したかという変化率を見たものです。そうしますと、

実は大阪が一番大きな影響を受けています。グラフ

で下のほうに出ているのはマイナスですが、マイナ

スがいちばん大きいのが大阪で、次が東京、それか

ら京都、兵庫、神奈川となっています。やはり大都

市圏にある都道府県がかなり大きな影響を受けたと

いうことは事実なのですが、中でも大阪がかなり致

命的な被害が出ています。今後も三位一体の改革な

どいろいろな形で改革が続いてくと思いますが、な

ぜ大阪だけそんなことになるのかということは常に

訴えていかなければならないと思います。

もう一つは、大阪がこれだけひどい目に遭ってい

るのに、マイナスになっていないところがいっぱい

あります。例えば、青森は４０％ぐらい増えていると

いう状況です。バブルがはじけて、その後不況に突

入したのですが、その間にものすごく大きな構造が

変化したということで、こういう点はぜひ訴えるべ

きだと思います。

（２）大都市圏に厳しいバブル後の税収配分（市町

村）

次に市町村について見ていきたいと思います。

（資料２参照）これも同じ期間での税収の変化率な

のですが、この間、市町村トータルでは税収が多少

増えていますので、増加したところがほとんどです。

ただ、その中で大阪府内市町村は、５.５％ぐらい減

収になっています。同じように減収になっているの

は東京ぐらいですから、それ以外のところはほとん

ど増えているということです。ただし、これは１９９１

年から２００１年までですので、２００５年となるとまた

違います。その辺はあらかじめご承知おきください。

なぜこういう結果になったかというと、実は１９９１

年と２００１年を比べますと、日本全体の地方税収はほ

とんど同じ金額です。要するに、分け方が変わった

ということです。今のグラフで見ると、大阪がかな

り割を食っている。神奈川もかなりしんどいという
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話を聞かれるかと思いますが、客観的にいって、そ

れだけ税収の配分が変わっているということがある

ように思います。

このグラフを見ながら、また最近の三位一体の議

論などを見ていていちばん心配になりますのは、今

もなお財源の均てん化を中央省庁が目指しているこ

とです。つまり、税源移譲をするときに、経済力に

応じて配分するのではなくて、もう少し均てん化し

た配分になるようにする、本当のことを言ってしま

うと、東京都にあまり集まらないようにということ

が聞かれます。

実は、大阪というのは大変微妙な立場だと私は思

っていまして、東京都に税収が集まらないためにい

ろいろなことをやると、大阪にも影響が出ます。か

つて東京、大阪が日本の他地域よりも飛び抜けて大

きな存在であった時代には、そういうふうにやられ

ても大阪はそれほどこたえなかったと思うのです。

今は、経済力、あるいは税収という面で見てもいい

のですが、大阪は東京に比べると随分違っています。

それにもかかわらず東京を少し不利にしようという

スタンスで政策をやられると、その影響は大阪にも

多大にあらわれるということです。これは過去の話

のように見えるかもしれませんが、今後国がいろい

ろな政策を取るときに、ぜひ注意すべき問題である

し、大阪あるいは関西からこういう情報をいろいろ

な形で発信すべきだろうと思っています。

（３）経済力の減退した大都市圏

なぜこんなに税収が減ったのかというと、その背

景としてどうしても指摘せざるをえないのは、大阪

の経済力がものすごく落ち込んでいるということで

す。税収を比較した同じ期間での県民総所得の変化

を見てみると、大阪は極端に経済力が落ちています。

大阪の経済力が落ちていることが、大阪地域の税収

減につながっている一つの大きな要因でもあるとい

うことは、忘れてはならないことだろうと思います。

（１）事務事業の見直し：役割分担

今後、国の財政、地方の財政を再建しようと思う

と、恐らく増税という話が出てくるかと思います。

そして、増税するという話になると必ず、歳出はち

歳出削減と増税？
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ゃんと見直したのかという話になろうかと思いま

す。事務事業の見直し、今やっていることが本当に

今後もやり続ける必要があるのかどうかということ

です。我々経済学者から言いますと、地方がやるこ

とは地方公共財あるいは地方公共サービスの供給だ

と思っています。実際に自治体が提供しておられる

サービスは民間でもやれるようなものもあるのでは

ないかということで、今後は今以上にニュー・パブ

リック・マネジメントの考え方をする必要が出てく

るだろうと思います。

それでは、どれぐらいが見直せるのかということ

です。実は、私自身幾つかの市の事業評価委員をや

ったことがありますが、率直に言って、例えば歳出

が数％減るというような見直しは現実問題として難

しいわけです。

（２）事務事業の見直し：構想日本の研究

最近あった動きで私が大変興味を持ちましたの

は、「構想日本」という一種のシンクタンクです。

これをやっておられるのはもともと大蔵省出身の方

で、スピンアウトして、日本はこれではやっていけ

なくなるということで「構想日本」というシンクタ

ンクを設立し、今回、事務事業の仕分け、見直しを

されました。恐らくこのこと自体はあまり珍しくな

いだろうと思いますが、何が珍しいかというと、シ

ンクタンクが単に市町村や都道府県がやっている仕

事を「これは要る」「これは要らない」と仕分けし

たのではなく、自治体の職員と話し合い、そして、

各自治体の協力を得ながら、具体的に、例えば新潟

県でどうか、あるいは横浜市でどうかということを

やられた結果をホームページ上に載せられていま

す。

この結果、かなり着実な見直しなのだろうという

気がしましたが、都道府県、市町村とも、ほぼ１０％

は廃止してもよいという結果が出ています。それか

ら、自分のところがやらなくてもいい、本当は他が

やるべき仕事をやっていたということで、府県の役

割のうち今後も残るのは６０％、市の役割のうち今後

も残るは７０％程度という結果が出ています。

また、「構想日本」は中央政府に対しても事業の

見直しを進める提案をしているのですが、今のとこ

ろ、どこの中央省庁も応じるところがないというの

が現状です。国の内側は分からないですが、こうい

う動きがあります。

（３）実施方法の見直し：マッセＯＳＡＫＡの役割大

今後、究極的にどこまで削減できるのかというこ

とと増税というのはきっとリンクしてくるのだろう

と思います。そういう中で地方自治体が自前で質の

高い業務をどれぐらいやれるかは、人材の役割と、

業務効率化の手法の研究にかかっていると思いま

す。人材育成については、このあとパネルディスカ

ッションが控えていますので私はこれ以上触れませ

んが、やはり自治体というのは、結局、組織体とい

うことで、その人たちがいかに意欲を持ってチャレ

ンジできるかというところが大変大きなポイントに

なろうかと思います。

民間企業に関してはステークホルダーという言い

方をよくされますが、自治体に関してこういう言い

方はあまりされないかと思います。しかし、こうい

う視点から自治体を見ていくということも必要だろ

うと思っています。

ただ、今後恐らく問題になってくるだろうと思う

のは、ステークホルダーというのは利害関係者です

から、みんなの利害がうまく合うのか、あるいは相

反するケースがあるのかということです。もちろん

こんなに単純ではないだろうと思うのですが、なぜ

こんな話をしているかというと、通常考えられてい

るステークホルダーというのは、首長、行政職員、

議員、住民などですが、今後役割が少し大きくなっ

てくると思うのは投資家です。今まで地方債という

のはかなりの部分を国が調整して、どこか公的な機

関が購入するという形で実施していたわけですが、

今後は恐らく民間の資金の割合が増える、それから

起債が一部自由化されるということになってきます

と、結局そこに投資家というものが登場してくる。

そして、行政の中や我々のようなアカデミックな人

間の財政指標の見方と、投資家の見方は随分違うだ

ろうということがあります。

ＳＴＥＡＫＨＯＬＤＥＲＳ（利害関係者）
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つまり、投資家というのは資金を無事に回収でき

て、なおかつ収益が高ければいいのですから、どれ

だけ理想的な行政が行われているかというのは、極

端に言えば関係ないわけです。今後、投資家をステ

ークホルダーとして明確に考えれば、別の形の指標

が本来的には必要になってくるのだろうと思いま

す。ただ、今のところ、いろいろな格付け機関を見

ていましても地方債の格付けというのはあまり差が

ありません。地方債は最終的には国が保障したよう

なものだというところから、あまり差がない扱いを

されています。今後、自由化の流れがもう少し強く

なっていくと、投資家がどう見るかということが地

方財政の資金調達をある程度規定することになって

いくだろうと思います。

そういう意味で、ステークホルダーとあえて申し

ましたのは、今までだと関係者とあまり考えられて

いなかったような人たちが今後入ってきて、その人

たちの見方はこれまでの行政や住民が見ていた地方

財政に対する見方とは随分違うだろう、そういうこ

とに対する対応も必要だろうということがありま

す。そのことは、言い方を変えますと、マーケット

の力が行政にもかなり入ってくるだろうということ

を意味します。今は一つの切り口として地方債を挙

げましたが、それ以外にも、ニュー・パブリック・

マネジメントによる改革をやろうと思うと、いろい

ろなところにマーケットの力、市場の力をどんどん

活用していくという方向が恐らく強まってくるだろ

うと思いますし、やむをえないことだろうと思って

います。行政の方はマーケットの力と行政のあるべ

き方向は違うのだと強調されますが、私は、個人的

には、いろいろなことがあまりにもマーケットから

かけ離れすぎていた、それが今ある程度修正される

方向に行っているのかという認識をしています。そ

ういう意味では、いろいろなところに市場の力が入

ってくるということは、ある種、行政、あるいは財

政比率を外部からターンバックさせる一つの方法と

してやむをえないことではないかと思っています。

まとめに入りたいと思いますが、今後の方向性と

しまして、それでは市場機構をフルに活用すること

が地方自治体にとっていいのか、あるいは望まれて

いることなのかということについてもう少し考えて

みたほうがいいのではないかと思っています。ここ

では、市場機構の活用は不可避だろう、いろいろな

ところでそれがどんどん進んでいくことは避けるこ

とはできないだろうということと、果たしてそれで

いいのだろうかということを少し考えてみたいと思

います。

（１）市場機構の活用

先ほどお話ししましたように、自治体の資金調達

で例えばマーケットが重要になる。つまり、マーケ

ットがそれぞれの自治体をどう見ているかというこ

とが重要になります。そうしますと、いちばん分か

りやすいのは、この自治体の税収はどれぐらいある

か、あるいは財政状況がどれぐらいいいからリター

ンがどれぐらい望めるかという、いわば民間企業を

格付けしたのと同じような側面から格付けするとい

うことが考えられると思います。

そういう意味で、ものすごく健全な行政をやって

いる自治体であっても、常に資金が不足していると

いうところは、投資家の観点からするとあまりいい

とはいえないと言われる可能性はあるだろうと思い

ます。

（２）市場対非市場

それでいいのだろうかということを最後に申し上

げたいと思いますが、「市場対非市場」ということ

ですが、大変大きなテーマですのでそう簡単に言い

切れるわけでもありませんが、今言いましたような

資金調達市場もそうですし、恐らく労働市場につい

ても、評価をして、場合によっては多少報酬に差を

つけようとか、本当に民間的な手法がいろいろ入っ

てくると思います。それらと民間企業がやることと

一緒ではないか。特に、ＮＰＯ的な考え方で申しま

すと、今後民間企業でやれることは外へほうり出し

てしまおうとしますと、中に残るコアな部分につい

て、それらすべてを市場にゆだねてよいのかという

今後の方向性
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ことがあります。

マーケットというのは効率性の基準で動いてい

て、その基準で企業が行動するのはいいのですが、

そもそも国あるいは自治体というのは、効率性の基

準とは違う基準で働く組織が要るのだということか

ら発展してきたのだろうと思います。そう考えます

と、市場と異なる価値観があってもいいし、恐らく

自治体の中のある程度の部分には、マーケット志向

と違うものが残されざるをえないのではないかとい

うようなことを考えています。今の段階であまりこ

ういうことを言うと、やはり今までどおりでいいの

ではないかと言われることを大変恐れるのですが、

そうではなくて、私は市場化は時の流れでかなり進

むだろうと思っています。やはりそこで守るべき一

線があるのだろうという話ですので、ぜひ誤解のな

いようにお願いしたいと思います。

（３）地域通貨（エコマネー）と通貨

そこで、地域通貨（エコマネー）と普段使ってい

る円を比較して少し考えてみたいと思います。

「通貨」というのは、私たちが普段使う１,０００円

札など円単位の通貨だと考えていただいて結構です

が、我々が普段経済生活をしている上では通貨を使

って決済します。これは地方自治体であっても例外

ではありません。円というのは市場経済における価

値を基準としておりまして、現在は多少デフレぎみ

で価値が上がっているのですが、それはその時々の

経済状況を反映して一つの基準になっているわけで

す。あまりにもこの通貨単位が基準となりすぎてい

るのではないかと思っていて、それに対してある種

のアンチテーゼとして地域通貨的な考え方というの

は大変面白いのではないかと思っています。

地域通貨は、市場とは異なる価値によってボラン

ティアなどの評価を行うということで、生産性の異

なる人であっても、ボランティアをすればＡさんも

Ｂさんも同じ１点になります。資本主義経済では、

Ａさんは１時間働けばかなりの金額を稼げる、Ｂさ

んは１時間働いてもそれほど稼げないという差が当

然あるのですが、そういう差をつけずに１時間なら

１時間で同じように評価しようというのは、ある種

の地域通貨の考え方です。

（４）地域通貨（エコマネー）とは

地域通貨はいろいろあります。三百あるのか五百

あるのか、日本国内でいっぱいあるのでよく分かり

ませんが、地域通貨とは、お互いに助け合うサービ

スなどを点数（時間）などに置き換えて、限定され

た範囲内で「通貨」としてサービスと交換して循環

させるシステムということです。有名な例としては、

草津市の「おうみ」、宝塚市の「ＺＵＫＡ」などが

あります。このように、今後の自治体を考えていく

上で市場化できることはかなりせざるをえない、し

かしどこで守るのかということが問題になってくる

だろうと思います。

例えば、うちの家の近くに暗いところがあって街

灯が必要だ、あるいはごみ置き場にカラスが来て困

るのでカラスよけの何かが必要だというふうに、そ

れぞれの地域に住む人がどうしてもあることが必要

だというときに、今までなら行政に対して「やって

ください」と要求するのが現状でした。しかし、今

後はそればかりでは行政も対応しきれない時代とな

り、地域の住民は、やはり自分のやれることはやる

ということもきっと必要になってくるだろうと思い

ます。

一例をあげると、私の家の近所では、あるかたが、

恐らく個人で買われたのだと思われる、ネットをご

みの上に掛けるシステムが、ある日突然確立しまし

た。我々経済学者から言いますと、これは公共財の

自発的供給というパラダイムに入るのです。このよ

うに、恐らく今までならすぐ行政に電話をして「こ

んなことをしてください」と要求をしていたのが、

だんだんそうでなくなってきている兆候だろうと思

います。今後は行政だけを頼るのではなく、住民主

体でやることはやってくださいよという形をとって

いかないと、高齢化を迎える中で、財源が限られて

いる自治体運営はなかなか難しいのではないかとい

う気がします。

随分勝手な話ばかりしましたが、私のお話が自治

体再生に対して多少でもお役に立てれば幸せだと思

います。どうもご清聴ありがとうございました。
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